
 

 

一般財団法人肥料経済研究所 会員規約 

令和２年７月１日制定 

令和 8年 1月 1日改正 

（目的） 

第１条 本規約は、「一般財団法人肥料経済研究所定款第 10 章（賛助会員）第 40 条」

にもとづき、以下のとおり定めるものとする。 

 

（会員） 

第２条 本研究所の会員は、国内の肥料の研究・開発および製造・輸入、またはそれを

販売・利用する個人又は団体とする。 

 

（会員の種別） 

第３条  

（１） 賛助会員 

本研究所の目的に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とする。賛助会員は

本研究所の評議員、理事に選任され、本研究所の運営に参画することができる。賛

助会員は自動的に Web法人会員、メールマガジン（以下、メルマガと略す）会員と

なり、本研究所のホームページの有料コンテンツを利用することができる。 

（２） Web法人会員 

本研究所の目的に賛同し、本研究所が運営するホームページの有料コンテンツを

利用する法人又は団体とする。Web法人会員は自動的にメルマガ会員となる。 

（３） Web個人会員 

本研究所の目的に賛同し、本研究所が運営するホームページの有料コンテンツを

利用する個人とする。Web個人会員は自動的にメルマガ会員となる。 

（４）メルマガ会員 

本研究所の目的に賛同し、本研究所のメルマガを利用する個人又は団体とする。 

 

（ホームページ有料コンテンツ利用内容・その他特典） 

第４条 

１． ＩＤ、パスワード発行数 

  ホームページにログインするためのＩＤ、パスワードの発行数の上限を設定する。

なお、ＩＤ、パスワードについて、別途、Web、メルマガの利用申し込みにより設定

する。 

 【ＩＤ、パスワード発行上限数】 

 賛助会員 Web法人会員 Web個人会員 メルマガ会員 

上限数 １０ 

(２口以上の場

合は 15) 

５ １ １ 

  



 

 

 

２． 質問・相談 

肥料に関係する法令、製造、土壌、作物栽培等に関して、メールで質問・相談が出

来るものとする。 

【対応会員】 

賛助会員 Web法人会員 Web個人会員 メルマガ会員 

〇 

制限なし 

〇 

(月１回まで) 

〇 

(月 1回まで) 

× 

 

３． 動画配信 

研修会等で使用する肥料に関する法令等の教材としてのＷｅｂ講座、講演会のビデ

オ撮影映像を「ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版」と「詳細版」としてＷｅｂ上で動画配信する。 

【対応会員】 

 賛助会員 Web法人会員 Web個人会員 メルマガ会員 

ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版 〇 〇 〇 〇 

詳細版 〇 〇 × × 

 

 

４． 肥料時報 

国内外の農業・農政の動向、肥料の需給や価格動向、肥料の国際情勢等に関する最

新情報を年 3回定期的に提供している雑誌「肥料時報」をＷｅｂ上でＰＤＦ形式で閲

覧（ダウンロード可）できる。 

【対応会員】 

 賛助会員 Web法人会員 Web個人会員 メルマガ会員 

ＰＤＦ閲覧 〇 〇 〇 × 

雑誌提供 〇 

(2口以上の場合

は 2部) 

〇 × × 

 

５． 特典：講演会・研修会の参加費用の割引 

  当研究所で開催する講演会、研修会の参加費を会員特典として割引とする。 

【対応会員】 

 賛助会員 Web法人会員 Web個人会員 メルマガ会員 

講演会 無料 １名は無料、 

２名以降は半額 

3割引き × 

研修会 ID数まで無料 半額（2名まで） 3割引き × 

 

 



 

 

（年間会費） 

第５条 本研究所の会員は、以下の年間会費を納入することとする。年間会費の始期は

4月とし、年間の途中で入会した場合は入会申し込み月を含む月割りで納入する。

納入方法は賛助会員、Web法人会員は研究所指定口座への振込、Web個人会員は

クレジットカード決済とし、詳細は本研究所ホームページ内に記載する。 

（消費税込） 

賛助会員 Web法人会員 Web個人会員 メルマガ会員 

10万円/1口以上 

※1口を下限 
6万 6千円 6千 6百円 無 料 

  ※賛助会員又は Web法人会員が ID上限数以上の ID利用を希望する場合は、5ID毎

にそれぞれの会員の年間会費を追加納入することとする。 

 

（退会） 

第６条 会員が別に定める退会届を理事長に提出することにより、退会を通告した場合

は、任意に退会することができる。ただし、納入した会費は返却しない。 

 

（協議） 

第７条 本規約の記載事項の解釈、記載のない事項または本会の運営に当って疑義を生

じたときは理事会で協議し、解決する。 

 

附 則  

1.この規約は、令和２年 7月 1日から施行する。 

2.この規約は、令和 8年 1月 1日から施行する。 

以上 


